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政務調査費の一部返還請求を怠る事実に関する住民監査請求について，地方

自治法（以下「法」という。）第２４２条第４項の規定により監査したので，そ

の結果を同項の規定により次のとおり公表します。  

なお，波多等監査委員および森谷忠造監査委員は，法第１９９条の２の規定

により除斥されています。  

平成２３年１０月 ７日 

高松市監査委員  吉  田  正  己  

同        山  下    稔  

政務調査費の一部返還請求を怠る事実に関する住民監査請求の

監査結果について  

第１  請求の受理  

１  請求人  

住所・氏名  省略  

２  請求書の受付  

平成２３年８月８日，同月１５日および９月１日  

  ３   請求の要旨（原文）  

(１ )  菰渕将鷹議員に関するもの（平成２３年８月８日受付）  

別紙事実証明書（平成２３年８月６日付け朝日新聞（３７頁）の記  

事写し（注）事実証明書については省略した。）の新聞記事によると，

高松市長は，同新聞記事記載の菰渕議員に係る２，０００人分の茶菓

子代の公金支出が，政務調査費に係る地方自治法第１００条第１４項  

に規定する「調査研究」に該当しない違法な公金支出であることを

知りながら，上記議員に対する本件事実証明書記載の金員の返還請求
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を違法に怠っている事実が認められる。本件事実証明書記載の調査研

究費は，本来，地方自治法第１００条第１４項に規定する「調査研究」

の目的に支出する必要があるにもかかわらず，本件公金支出は，上記

地方自治法に規定する「調査研究」の目的に支出しない違法な公金支

出なのである。本件事実証明書の新聞記事記載の法政大学広瀬克哉教

授（行政学）も指摘する通り，政務調査費は，政治活動の補助金では

ないのである。２，０００人分の茶菓子代は，議会活動を市民に報告

する「市政報告会」のための公金支出であるが，議員の議会報告は，

議員としての当然に行う政治活動であり，地方自治法に規定する「調

査研究」ではないので，その政治活動費用を公金により支出すること

はできないのである。事実証明書記載の公金支出は，地方自治法 第  

１００条第１４項に規定する「調査研究」には該当しないので，政務  

調査費からの公金を支出することはできないのである。本件２，０００ 

人分の茶菓子代は，地方自治法第１００条第１４項に規定する「調査

研究」のために支出したものではなく，その公金支出自体が違法な公

金支出なのであり，高松市長は，違法な公金支出であることを知りな

がら，その返還請求を違法に怠っているのである。本件怠る事実は，

地方自治法第２４２条第１項に規定する違法な怠る事実に該当する

ものである。  

よって，本件請求人は，高松市監査委員が，上記の違法な怠る事実

について責任を有する者に対して，当該違法な怠る事実に係る損害の

補てんを求めるほか，「必要な措置」をとるよう高松市長に対して勧

告することを求める。  

( ２ )  三 笠 輝 彦 議 員 に 関 す る も の （ 平 成 ２ ３ 年 ８ 月 １ ５ 日 受 付 ）  

別紙事実証明書（平成２３年８月１２日付け朝日新聞（香川版）の

記事写し（注）事実証明書については省略した。）の新聞記事による  

と，高松市長は，同新聞記事記載の三笠輝彦議員に係る約２２万１，０００ 

      円相当の茶菓子代の公金支出が，政務調査費に係る地方自治法第１００ 

条第１４項に規定する「調査研究」に該当しない違法な公金支出であ  

ることを知りながら，上記議員に対する本件事実証明書記載の金員の

返還請求を違法に怠っている事実が認められる。政務調査費は，地方
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自治法第１００条第１４項の規定により，議員の「調査研究」に資す

るため必要な経費の一部として支出することができるのであって，地

方自治法に規定する「調査研究」以外の目的には支出することはでき

ないのである。言うまでもなく，条例も，市長制定の規則も地方自治

法第１００条第１４項の規定に違反することはできないのである。本

件公金支出は，上記地方自治法に規定する「調査研究」の目的に支出

しない違法な公金支出なのである。地方自治法第１００条第１４項に

規定する政務調査費の法的性質は，議員が自由に使用することのでき

る議員報酬ではなく，また，議員の政治活動に対する補助金でもない

のである。事実証明書記載の本件２２万円余の茶菓子代の公金支出は，

社会通念上も許容されない不当な公金支出であるばかりでなく，地方

自治法第１００条第１４項の明文の規定に違反する違法な公金支出

なのである。事実証明書の記載によると，「菰渕将鷹議員」も約５８

万８，０００円の茶菓子代の公金支出の違法性を認めて全額を高松市

に返還しているのである。  

 結局，本件２２万円余の茶菓子代の公金支出の目的は，地方自治法

第１００条第１４項に規定する「調査研究」には該当しないので，地

方自治法第１００条第１４項に規定する「政務調査費」からの公金を

支出することはできないのである。本件２２万円余の茶菓子代の公金

支出は，地方自治法第１００条第１４項に規定する「調査研究」のた

めに支出したものではなく，その公金支出自体が違法な公金支出なの

であり，高松市長は，違法な公金支出であることを知りながら，その

返還請求を違法に怠っているのである。本件怠る事実は，地方自治法

第２４２条第１項に規定する違法な怠る事実に該当するものである。 

よって，本件請求人は，高松市監査委員が，上記の違法な怠る事実

について責任を有する者に対して，当該違法な怠る事実に係る損害の

補てんを求めるほか，「必要な措置」をとるよう高松市長に対して勧

告することを求める。  

(３ ) 波多等議員に関するもの（平成２３年９月１日受付）  

別紙事実証明書（平成２３年８月１２日付け朝日新聞（香川版）の
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記事写し（注）事実証明書については省略した。）の新聞記事による 

と，高松市長は，同新聞記事記載の波多等議員に係る約１４万９，０００ 

円相当の茶菓子代の公金支出が，政務調査費に係る地方自治法第１００ 

条第１４項に規定する「調査研究」に該当しない違法な公金支出であ  

ることを知りながら，上記議員に対する本件事実証明書記載の金員の  

返還請求を違法に怠っている事実が認められる。政務調査費は，地方

自治法第１００条第１４項の規定により，議員の「調査研究」に資す

るため必要な経費の一部として支出することができるのであって，地

方自治法に規定する「調査研究」以外の目的には支出することはでき

ないのである。言うまでもなく，条例も，市長制定の規則も地方自治

法第１００条第１４項の規定に違反することはできないのである。本

件公金支出は，上記地方自治法に規定する「調査研究」の目的に支出

しない違法な公金支出なのである。地方自治法第１００条第１４項に

規定する政務調査費の法的性質は，議員が自由に使用することのでき

る議員報酬ではなく，また，議員の政治活動に対する補助金でもない

のである。事実証明書記載の本件１４万円余の茶菓子代の公金支出は，

社会通念上も許容されない不当な公金支出であるばかりでなく，地方

自治法第１００条第１４項の明文の規定に違反する違法な公金支出

なのである。事実証明書の記載によると，「菰渕将鷹議員」も約５８

万８，０００円の茶菓子代の公金支出の違法性を認めて全額を高松市

に返還しているのである。  

 結局，本件１４万円余の茶菓子代の公金支出の目的は，地方自治法

第１００条第１４項に規定する「調査研究」には該当しないので，地

方自治法第１００条第１４項に規定する「政務調査費」からの公金を

支出することはできないのである。本件１４万円余の茶菓子代の公金

支出は，地方自治法第１００条第１４項に規定する「調査研究」のた

めに支出したものではなく，その公金支出自体が違法な公金支出なの

であり，高松市長は，違法な公金支出であることを知りながら，その

返還請求を違法に怠っているのである。本件怠る事実は，地方自治法

第２４２条第１項に規定する違法な怠る事実に該当するものである。 



5 

 

よって，本件請求人は，高松市監査委員が，上記の違法な怠る事実に  

ついて責任を有する者に対して，当該違法な怠る事実に係る損害の補

てんを求めるほか，「必要な措置」をとるよう高松市長に対して勧告 

することを求める。  

 ４  請求の要件審査  

   本件請求は，いずれも法第２４２条所定の要件を備えているものと認め

た。  

 

第２  個別外部監査契約に基づく監査の請求とこれに対する措置  

 １  監査委員の監査に代えて個別外部監査契約に基づく監査によることを求

める理由  

   本件請求いずれも同一であり，その理由は次のとおりである。  

住民監査請求の分野においては，従来の監査委員の制度は全く機能して  

おらず信用できないので，個別外部監査契約に基づく監査を求める必要が  

ある。  

２  高松市長（以下「市長」という。）に法第２５２条の４３第２項前段の規

定による通知を行わなかった理由  

  本件請求の監査を行うに当たっては，いずれも監査委員に代わる外部の

専門的知識を有する者を必要とするような特段の事情があるとは認められ

ず，むしろ，監査委員の監査による方が適当であると判断したことによる

ものである。  

 

第３  監査の実施  

 １  監査対象事項等  

      本件請求に係る監査対象事項は，高松市（以下「市」という。）が，市  

議会議員（以下「議員」という。）菰渕将鷹（以下「Ａ議員」という。），同

三笠輝彦（以下「Ｂ議員」という。）および同波多等（以下「Ｃ議員」とい

う。）の３人に対して交付した平成２２年度分政務調査費の一部が，いずれ

も茶菓子代として支出されていることについて，市長が，その使途に照ら

し，違法な支出に当たるものとして返還請求していないことが，財産の管
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理を怠る事実に該当するか否かという事項である。  

   そして，その措置要求の内容は，上記議員３人に対して，政務調査費か  

ら支出した茶菓子代相当額の金員の返還請求を行うことを市長に勧告する  

ことを求めるというものである。  

なお，監査委員は，法第２４２条第６項の規定により，請求人に対して，

平成２３年８月２９日，９月１日および同月２６日に，証拠の提出および

陳述の機会を与えたが，請求人からは新たな証拠の提出はなく，陳述も行

われなかった。  

２  監査対象部局  

本件監査対象部局は，市議会事務局総務調査課および総務部総務課であ

る。  

 ３  関係人調査  

法第１９９条第８項の規定により，本件政務調査費を支出した当該議員

３人に対し，事実関係を確認するため文書照会を行い，その回答を受けた。  

 

第４  監査の結果  

本件請求について，監査委員は，合議により次のとおり決定した。  

本件請求は，いずれも措置請求に理由がないものと判断する。  

以下，その理由を述べる。  

 １  監査により認められた事実  

   監査は，関係書類を調査するとともに，監査対象部局の職員および関係

人から事情聴取するなどの方法により実施し，その結果，次の各事実を確

認した。  

(１ )  政務調査費交付制度の概要とその法的根拠  

 ア  政務調査費交付制度の概要とその発足経過  

   政務調査費は，地方議会の議員の調査研究活動のために必要な経費  

  の一部として，その議会の会派または議員に対し，地方公共団体から  

  支給される費用である。  

     政務調査費の交付については，平成１２年４月に，地方分権の推進  

を図るための関係法律の整備等に関する法律が施行されたことにより， 
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地方分権が一層進展し，その担い手である地方議会の活動が重視され

たことに伴い，同年に法が改正され，新たに導入された制度である。

当時の法律案の趣旨説明においては，「地方議会の活性化を図るため

には，その審議能力を強化していくことが必要不可欠であり，地方議

員の調査基盤の充実を図る観点から，議会における会派等に対する調

査研究費等の助成を制度化し，併せて，情報公開を促進する観点から

その使途の透明性を確保することが重要」である旨が述べられている。 

イ  政務調査費交付制度に関する法令の規定  

政務調査費交付制度に関して，法第１００条第１４項は，「普通地

方公共団体は，条例の定めるところにより，その議会の議員の調査研

究に資するため必要な経費の一部として，その議会における会派又は

議員に対し，政務調査費を交付することができる。この場合において，

当該政務調査費の交付の対象，額および交付の方法は，条例で定めな

ければならない。」と規定した上，同条第１５項では，「政務調査

費の交付を受けた会派又は議員は，条例の定めるところにより，当

該 政 務 調 査 費 に 係 る 収 入 及 び 支 出 の 報 告 書 を 議 長 に 提 出 す る も の

とする。」と規定している。  

ウ  政務調査費の交付に関する市の条例・規則  

市は，法の上記規定を受けて，平成１３年３月２３日に，高松市議

会政務調査費の交付に関する条例（以下「条例」という。）および条

例施行規則（以下「規則」という。）を制定し，平成１３年度から，

議員に対して政務調査費を交付している。  

市の条例および規則における政務調査費交付に関する規定は，次の

とおりである。  

政務調査費は，交付の対象を議員とし（条例第２条），交付額は，各  

月の初日に在職する議員に対し，月額１０万円とする（条例第３条）。

各議員は，毎年度，当該年度において交付を受けようとする政務調  

査費について，議長を経由して，政務調査費交付申請書を市長に提出  

し（規則第２条），市長は，当該申請に対し交付の決定を行い，政務 

調査費交付決定通知書により当該議員に通知する（規則第３条）。通 
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知を受けた議員は，市長に請求書を提出し（規則第４条），市長は請 

求書を受け，４月分から９月分および１０月分から３月分をそれぞれ  

４月と１０月に交付する（条例第３条）。  

前記交付を受けた議員は，規則で定める使途基準に従って，政務調  

査費を使用しなければならず（条例第４条，規則第５条および別表），  

議員でなくなった場合を除き，毎年４月３０日までに，前年度の交付  

に係る政務調査費について，収支報告書に領収書等の証拠書類写しを  

添え，議長に提出しなければならないことになっており（条例第６条  

および規則第６条），政務調査費に残余がある場合は，市長に返還し  

なければならない（条例第５条）とされている。また，議員は，交付  

を受けた政務調査費による支出について会計帳簿を作成し，領収書等  

の証拠書類とともに，５年間保存しなければならない（規則第８条） 

とされている。  

そして，議長は，議員から提出された収支報告書の写しを市長に提  

出する（規則第７条）とともに，議員から提出された収支報告書等を  

５年間保存しなければならない（条例第７条）。  

なお，市が，交付対象を議員個人とした理由は，条例制定に当たり，  

条例議案を提出した総務部総務課（当時庶務課）の説明によると， 法

の改正が議員の調査活動基盤の充実を図る観点で行われたことから，

個々の議員の調査研究活動に対して公費助成を行うことが，最も法の

趣旨に則するものであると判断したことによったとのことであり，ま

た，当時の市議会で，支出の透明性を確保するためには，議員個人が

説明責任を負うべきであるとの考えが大勢を占めていた事情も斟酌

したものである。  

政務調査費の交付額については，平成１３年度の条例制定時は月額  

    １３万円であったが，高松市特別職の職員の報酬等審議会の答申を受  

    け，平成１７年度から月額１０万円に改正されている。  

また，同審議会からの答申や，他の中核市における領収書等の写し  

の添付状況などを踏まえて，平成１９年度に，議会改善検討委員会で

政務調査費の在り方について協議した結果，平成２０年度から，すべ
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ての支出について領収書等の写しの添付を義務付けることとし，透明

性の確保に努めている。  

エ  市における政務調査費の使途基準・運用指針  

 市における政務調査費の使途基準については，規則第５条別表に定

められており，政務調査費は，同別表左欄に掲げる経費の区分により，

当該右欄に掲げる費用に充てる場合に使用することができると規定

されており，本件各茶菓子代に関する部分は，次のとおりである。  

別表（規則第５条関係）  

 

５  広報費  

（議員がその調査研究の活

動または市の政策について

市民に報告し，または周知

するために要する経費をい

う。）  

 

(１ ) 広報紙等印刷費  

(２ ) 広報紙等送料  

(３ ) 会場借上げ料  

(４ ) 湯茶代  

(５ ) 前各号に掲げるもののほか，左欄の  

目的を達成するために必要な費用  

 

６  広聴費  

（議員が市政に関し市民か

らの要望または意見を聴く

ための会議，会合等に要す

る経費をいう。）  

 

(１ )  会場借上げ料  

(２ )  印刷費  

(３ )  湯茶代  

(４ )  前３号に掲げるもののほか，左欄の  

会議，会合等の実施のために必要な費用  

また，市議会では，使途基準について，各議員が各会派内で作成し

たガイドラインに沿って運用していたため，市議会として統一的なガ

イドラインを設ける必要があると考え，議会改善検討委員会において

政務調査費の使途基準運用指針（以下「運用指針」という。）を策定

し，領収書等写しの添付の義務化に併せて，平成２０年度から適用し

ている。  

運用指針では，政務調査費の支出に当たっての基本指針として，「調

査研究の目的が，市政と関連性を有していること」，「政務調査費の各

支出が，調査研究の目的からみて合理性，必要性を有していること」，

「実費弁償を原則とすること」，「他の議員活動と明確に区別できない

場合は，按分による算定方法を用いること」，「基本的には議員個人の

自主的な判断により支出を決定し，関係証拠書類等の適正保管に努め

ること」を定めている。  
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 そして，政務調査費の支出が不適切な事例として，交際費または個

人的な支出，政党活動経費，選挙活動経費および後援会活動経費を掲

げ，それぞれ具体的に例示しているほか，規則第５条別表の規定によ

る経費の区分ごとに，その内容および主な支出例を列挙し，具体的な

留意事項も示して，領収書等の取扱いなどについても詳細な取扱方法

を示している。  

  なお，運用指針において，湯茶代の主な支出例は，茶・コーヒーの

類・茶菓子代としているところである。  

(２ ) 市の平成２２年度における政務調査費の交付状況と事後処理状況  

  ア  市の平成２２年度における政務調査費の交付状況  

市の平成２２年度における政務調査費の交付状況については， (１ )

のウで述べた規定に従い，全議員５１人から，議長を経由して，市長

に対してそれぞれ年額１２０万円の政務調査費交付申請書の提出が

あり，市長は，申請どおり総額６，１２０万円の交付決定を行い，全

議員に交付決定を通知した上，各議員からの交付請求を受け，各議員

に対し，４月と１０月に議員一人当たりそれぞれ半年分の６０万円を

交付している。  

 イ  市が平成２２年度に交付した政務調査費の事後処理状況  

 市が平成２２年度に交付した政務調査費の収支報告については，平

成２３年４月２８日までに，全議員が議長に収支報告書に領収書等の

証拠書類写しを添えて提出し，議長は，同年５月１７日に収支報告書

の写しを市長に提出している。  

平成２２年度分の政務調査費に残余があった議員は，当初１９人で，

総額６３０万１，２２９円が返還されており，返還手続後の平成２２

年度分政務調査費交付確定額は，全議員で総額５，４８９万８，７７１

円であった。  

しかし，その後一人の議員から，同年６月２８日付けで，政務調査

費収支報告書訂正願が提出され，議長が，同日これを受理し，翌２９

日に市長に提出し，７万１，３３０円を返還している。  

さらに，Ａ議員から，同年４月２８日に議長に提出した収支報告書
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では残余はなく，交付確定額は，１２０万円であったが，平成２３年

８月９日付けで，政務調査費収支報告書訂正願が議長に提出され，同

月１０日に５８万８，６００円を返還しており，訂正後の交付確定額

は，６１万１，４００円となっている。  

これらの返還手続きにより，返還総額は，６９６万１，１５９円とな

り，交付確定額は５，４２３万８，８４１円となっている。  

なお，Ｂ議員に関しては，残余はなく，交付確定額は，１２０万円

である。  

また，Ｃ議員に関しては，当初の政務調査費収支報告書において，

５２万１，３８９  円の残余があり，その返還手続がなされているの

で，交付確定額は，６７万８，６１１円である。  

(３ )  茶菓子代の政務調査費計上の事実概要とその確認  

当該議員３人が，請求人の指摘する茶菓子代について，規則で定め  

る湯茶代として政務調査費の一部から支出していることから，当該議

員から議長に提出された政務調査費に係る収支報告書，領収書等につ

いて関係部分の調査を行い，請求人指摘どおりの事実があることを確

認した上，政務調査費の支出が，使途基準に適合しているか否かの判

断は，一義的にはそれを支出する議員個人の自主的な判断に委ねられ

ていることから，当該議員３人に対して，本件各茶菓子代の政務調査

費計上に関して，事実確認を文書にて行い，回答を受けた。  

その事実関係とそれに対する回答内容は，次のとおりである。  

    ア   Ａ議員の茶菓子代支出の事案  

             Ａ議員は，平成２３年４月２８日に提出した収支報告書では，５８  

万８，６００円を広報費の湯茶代として計上していたが，（２）のイ

の               のとおり，同年８月９日に，議長に，政務調査費収支報告書訂正願を  

提出し，同月１０日に上記湯茶代相当額を返還している。  

同年４月２８日に，Ａ議員から議長に提出された収支報告書，領収  

書等によると，Ａ議員は，平成２２年度中（平成２２年４月３日から

平成２３年１月２９日までの間）に，合計２２回の市政報告会を開催

しており，その参加人数は，最多人数が１２５人，最少人数が６２人
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で，１回当たりの平均は約９２人となる。  

政務調査費に計上した湯茶代は，この市政報告会に参加した市民延  

べ２，０３０人に配付したものであり，一人当た りの平均金額は約 

２９０円となる。  

Ａ議員は，市政報告会の目的・内容について，これまでの政務調査  

活動の報告にはじまり，市の政策等の報告・周知を行ったほか，率直

に市民との意見交換したもので，市民からの負託を受けた議員の最も

重要な調査研究活動との認識のもと，市民の意思を適正かつ正確に議

会に反映させ，市政に対する市民の意思を収集，把握するために実施

したとしている。  

また，市政報告会の所要時間は，おおむね１時間から１時間３０分

程度であり，提供した茶菓子の内容は，お茶（ペットボトル）と袋詰

めした菓子である。  

さらに，当該湯茶代に係る政務調査費を返還したことについては，

Ａ議員は，本年８月６日付けの新聞記事の記述において「市議選を控

えて茶菓子代が多くなった」との自分のコメントが掲載され，この記

事を見た市民に選挙活動の一環ではないかとの誤解を与え，混乱させ

たためであり，市議選があることから市民が関心を持って市政報告会

に参加してくれた結果だと言いたかったのが真意であり，自分の説明

不足のため，真意が伝わらなかったのは反省すべきであると考え，そ

の新聞記事で指摘された湯茶代相当額を市に返還したにすぎない旨，

回答している。  

   イ  Ｂ議員の茶菓子代支出の事案  

     収支報告書，領収書等によると，Ｂ議員は，平成２２年９月２６日  

       に，市政報告会を１回開催し，出席した５９５人に提供した湯茶代と  

して２３万８，０００円（一人当たり４００円）を支出したが，全額  

を政務調査費に計上すると，１年間に一議員に対して交付される金額  

１２０万円を超過してしまうため，その範囲を超えない調整をするこ  

ととし，２２万２３円を広報費として，また，所属会派が開催した連  

合自治会との市政懇談会で提供された湯茶代を，会派所属議員数で人  
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数割りした９９９円を広聴費として計上している。  

Ｂ議員は，広報費で湯茶代を計上した市政報告会の目的・内容につ  

いて，Ｂ議員が行ってきた政務調査活動を中心に，市政のほか国政・  

県政の政策等の報告や周知を行い，市民との意見交換を行うこと に 

よって，市政に対する市民の意思を収集，把握し，議会に適正に反映

させることを目的に実施したものであり，これは，市民からの負託を

受けた議員の調査研究の最も重要なものであるとの認識をしている

と回答している。  

また，市政報告会の所要時間は，約１時間３０分，提供した茶菓子

の内容は，コーヒーであると回答している。  

   ウ  Ｃ議員の茶菓子代支出の事案  

収支報告書，領収書等によると，Ｃ議員は，平成２２年度中（平成  

    ２２年４月９日から平成２３年２月４日までの間）に合計１０回市政  

    報告会を開催しており，１回当たりの参加人数は，最多人数が２２０  

    人，最少人数が７人で，平均すると１回当たりの参加人数は，約５１  

人である。  

そして，この市政報告会の参加者延べ５０９人に提供した湯茶 代  

１４万８，２３２円（一人当たり約２９１円）を広報費として，また，  

Ｂ議員と同様に，所属会派が開催した連合自治会との市政懇談会で提  

供された湯茶代を，会派所属議員数で人数割りした９９９円を広聴費  

として計上している。  

 Ｃ議員は，広報費で湯茶代を計上した市政報告会において，政務調

査活動を中心に，市政の重要事項や問題点を報告し，それに対する参

加市民の意見や提案などを聞き，これを市政に反映させるための政務

調査活動を行っており，これは議員にとって調査研究として重要なも

のと認識していると回答している。  

 市政報告会の所要時間は，おおむね１時間３０分程度であり，提供

した茶菓子の内容は，お茶（ペットボトル）とまんじゅうを含む駄菓

子であると回答している。  

 (４ )  上記政務調査費計上に関する市の認識とその対応  
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市は，運用指針が，（１）のエで述べた内容であり，具体的かつ精査  

されたものであることから，議員は，交付を受けた政務調査費を政務

調査活動以外に支出できないことは当然に認識していると考えてお

り，規則で定める使途基準の中に，広報費および広聴費の使途として

湯茶代が明示され，運用指針において，その内容・主な支出例として，

茶・コーヒーの類・茶菓子代が挙げられていることに照らせば，Ａ議

員等３人が，市政報告会での茶菓子代を政務調査費から支出したこと

は，法令に違反した支出ではなく，その適法性については，全く問題

はないものと認識している。  

なお，議員による政務調査費の支出に関して，それが使途基準に適  

合して適正であるか否かの判断は，一義的には，それを支出する議員

個人の自主的な判断に委ねられているため，市としては，各議員の良

識を信頼してその収支報告を尊重し，政務調査活動に要した経費とし

て支出したという議員自身の判断により提出される収支報告書の支

出内容についての審査を行っている。  

本件各茶菓子代についても，それぞれ当該議員から議長あてに提出  

された収支報告書に領収書写しが添付されており，市において，その

内容・金額を事後的に確認したところ，本件各茶菓子代の支出は，当

該議員の調査研究活動や市の政策などを市民に報告・周知するために

要した経費と認められることから，市は，これを適正なものと判断し

処理したものである。  

なお，Ａ議員が，政務調査費収支報告書訂正願を提出し，広報費と  

して支出していた市政報告会における茶菓子代に係る金員 ５８万 

８，６００円全額を，市に返還したことについては，当該議員が，自  

分の説明不足により市民に誤解を与え混乱を生じさせたことに対す

る特別な配慮によるものであり，公金支出の違法性を認めて返還した

ものではないと説明しており，市は，これを確認して上記返還金を受

納している。  

 

２  監査委員の判断  
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(１ )  政務調査費の使途の適法性・妥当性に関する判断基準について  

請求人は，政務調査費から本件各茶菓子代を支出したことは，「調査  

研究」に該当しない違法な公金支出であると主張しているので，まず，

政務調査費の使途の適法・妥当性を判断する基準について検討する。 

政務調査費は，「監査により認められた事実」(１ )のイで明らかなと  

おり，法第１００条第１４項の規定に基づき，議員の調査研究に資す

るため必要な経費の一部として交付されるものであり，議員の調査研

究の範囲に関して，法第１００条第１項の規定によれば，議会は，一

部政令で定めるものを除き，当該普通地方公共団体の事務に関する調

査を行うものとされており，議員の調査研究活動が市政全般に及ぶ広

範囲で行われ，それに資するため必要な経費は多種・多様なものとな

る。この必要経費の一部として交付される政務調査費の使途について，

法は，特に具体的な内容を明確にしていないが，法を受けて制定され

た条例第４条は，「議員は，規則で定める使途基準に従って政務調査

費を使用しなければならない。」と規定し，規則で具体的な使途基準

が定められている。規則別表に規定された使途基準は，「監査により

認められた事実」 (１ )のエで明らかなとおり，議員の調査研究活動に

必要であるとされる区分ごとに，費用項目を掲げているにとどまって  

いる。しかし，それは，議員の調査研究活動の基盤を充実させ，その

審議能力を高めることにより地方議会の活性化を図るという制度の

趣旨に鑑み，その運用は議員個人の自主的な判断に委ねられ，広範な

裁量が認められていると解されるものであり，そのことには合理性が

認められ，法の趣旨に反するものとは言えない。  

したがって，議員が交付を受けた政務調査費から支出した費用が，  

適正な政務調査費の支出と認められるか否かは，まずは，その費目が

使途基準に合致しているか否かによって判断し，その支出が使途基準

の費目に従って支出されたものであると認められるものについて，更

に実質的適法性を判断すべきであると考える。  

政務調査費は，公金から支出されるものであり，全国各地で不適正  

    な使途が問題となっていることや，その使途の透明性の確保が重要で  
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あるとする制度の趣旨からみれば，議員の広範な裁量が無制限に許さ

れるものではなく，良識的な判断が求められ，調査研究活動の目的や

対象事項が市政と何らかの関連性を有していること，また，政務調査

費の使途には，合理性，必要性があることが認められなければならな

いことは当然であろう。  

市議会が自主的に策定した運用指針は，議員個人の広範な裁量を認  

め，その支出の決定は議員個人の判断で行うとしながらも，政務調査

費の支出に当たっての基本指針や不適切な事例を明記し，適正性・妥

当性の観点から統一的な使途の判断基準を定めたものであり，法令と

しての拘束力はないものの，制度や法の趣旨および市の規定に合致し

ているものと言えよう。  

議員の調査研究活動は，広範かつ多岐にわたり，個人的活動や政務  

調査活動以外の議員活動と明確に区別できるとは限らず，個別の事情

によって解釈が異なっていることから，その使途の適正性・妥当性は，

その支出が使途基準に定める費目に従って支出されたものであるこ

とを前提として，制度や法の趣旨を十分勘案し，目的および対象事項

が市政と何らかの関連性を有しているかどうか，その調査研究の方法

が適切なものであるかどうか，また，その使途に合理性・必要性が認

められるかを，客観的に判断して決すべきであり，それらが肯認され

て初めて，政務調査費として適正な支出であると認められることにな

る。  

そして，その市政との関連性の有無の判断や適切な調査研究の方法  

の選択については，法第１００条第１４項の趣旨に照らし，各議員の

自主性を尊重し，広範な裁量が認められるべきであると考えられ，そ

の調査研究の目的または対象事項が明らかに市政とは無関係である

と認められる場合や，市政との関連性が社会通念上ほとんど認められ

ない場合，その調査研究の方法が極めて不当と認められる場合，その

費用が著しく高額である場合など，裁量の範囲を逸脱しているときに

限り，その経費を政務調査費で賄うことが認められず，その支出が不

法・不当となると解するのが相当である。  
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(２ )  本件各茶菓子代の政務調査費計上の適否について  

請求人は，議員の議会報告は，議員としての当然に行う政治活動で

あり，法第１００条第１４項に規定する「調査研究」には該当せず，

本件公金支出は，違法であることはもとより，社会通念上も許容され

ない不当な公金支出であると主張しているので，本件各茶菓子代を政

務調査費に計上することの適否について検討する。  

  「監査により認められた事実」 (１ )のエで明らかにしたとおり，規

則第５条別表で定める使途基準によれば，広報費は，議員がその調査

研究の活動または市の政策について市民に報告し，または周知するた

めに要する経費で，湯茶代などの費用に充てる場合に使用することが

できるとされ，また広聴費は，議員が市政に関し市民からの要望ま

たは意見を聴くための会議，会合等に要する経費で，広報費と同様

に，湯茶代などの費用に充てる場合に使用することができるとされて

いる。  

  この広報費を政務調査費の一つとして認める使途基準を規定するこ

とについて，平成１６年４月１４日の東京高裁の判決が，法第１００

条第１４項に規定する「議員の調査研究に資するため必要な経費」は，

調査研究に直接用いられる費用に限られるものではなく，調査研究の

ために有益な費用も含まれると解されており，議会において，住民の

意思を適正に反映させることは必要不可欠であり，その住民の意思を

収集，把握することは議員の調査研究の一つとして重要であることか

ら，議員が議会報告として，議会活動や地方行政に関する政策等を住

民に知らせることは，住民の意思を的確に収集，把握するための前提

として意義を有するものということができるので，広報費は，調査研

究に直接用いられる費用ではないとしても，調査研究のために有益な

費用ということができるものであり，広報費を政務調査費の使途基準

の一つとして規定することは違法とは言えないと判示しており，住民

からの市政および議員への政策等に対する要望や意見を吸収するため

の会議等に要する経費である広聴費についても，同様の解釈が妥当す

ると思料され，規則第５条別表で定めている上記使途基準の適法性を
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証左しているものと言えよう。  

そして，当該各議員ともに，「監査により認められた事実」(３ )で明

らかにしたとおり，参集者に本件茶菓子を提供した市政報告会を開催

した目的は，政務調査活動の報告を行うことに加えて，市民との意見

交換の場を持つことであったと回答しており，市民との意見交換の場

を持った理由は，議会で市民の意思を適正に反映させることが，市民

からの負託を受けた議員の調査研究の最も重要なものと位置付け，市

政に対する市民の意思を収集，把握するためであるとしている。  

  当該各議員が提出した収支報告書および運用指針で規定する領収書

等の保管状況には不備がなく，当該議員３人が本件各茶菓子代を政務

調査費の広報費または広聴費として計上したことについては，形式的

には，使途基準に合致していることが認められる上，実質的にも，市

政との関連性や相応の必要性，合理性，妥当性も認められ，何ら違法

なものはなく，適正かつ妥当な支出であると是認できるので，請求人

の主張は理由がないものと判断する。  

  なお，請求人は，当該議員３人が本件各茶菓子代として支出した金

額が多額であることを問題として，社会通念に照らし不当な支出であ

るとの主張もしているので，その点について判断するに，いずれの議

員の場合も茶菓子代として支出した金員の総額は，一議員当たり５８

万円余ないし１４万円余であり，請求人主張のとおり相当多額である

ことは事実であるが，その金額はあくまでも１年間の支出を示した総

額にすぎず，その内訳を検討すると，各市政報告会に出席した者の延

べ人数で割った一人当たりの平均金額は，４００円ないし２９０円に

とどまっていることが認められ，社会通念に照らし，決して多額にす

ぎて不当であるとは言いがたく，請求人の上記主張は失当であると思

料する。  

  また，請求人は，Ｂ議員とＣ議員の事案について，Ａ議員が本件茶

菓子代を政務調査費から広報費として支出していたもの全額を市に返

還している事実を挙示して，本件各茶菓子代の政務調査費からの支出

が違法である証左であるかの主張もしているので，その点について付
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言する。  

  Ａ議員が，本件茶菓子代をいったん政務調査費で支出しておきなが

ら，「監査により認められた事実」の（２）のイで明らかなとおり，そ

の後，その収支報告書訂正願を提出して，本件茶菓子代の支出を除外

し，それに相当する金額を市に返還したのは事実であるが，その返還

の理由は，「監査により認められた事実」の（３）のアで明らかなとお

り，Ａ議員が，本件茶菓子代を政務調査費から支出することの違法性

を認めた結果ではなく，その支出が新聞記事に掲載され，これを購読

した市民に選挙活動の一環ではないかとの誤解を与え，混乱を生じさ

せた責任を果たすためにしたにすぎないことが認められ，その返還の

事実をもって，本件各茶菓子代の政務調査費からの支出に違法性があ

ることの証左とすることはできないものと言わなければならず，この

点に関する請求人の主張は，何ら理由がないものと判断する。  

(３ )  本件各茶菓子代の政務調査費計上について，法第１００条第１４項  

の規定違反の有無について  

請求人は，当該議員３人が本件各茶菓子代を政務調査費に計上した

ことについて，法第１００条第１４項の規定に違反しており，本件各

茶菓子代の支出は違法な公金支出である旨の主張をしているので，こ

の点について検討する。  

請求人が主張する法第１００条第１４項の規定は，普通地方公共団

体は，条例の定めるところにより，その議会の議員の調査研究に資す

るため必要な経費の一部として，その議会における会派または議員に

対し，政務調査費を交付することができ，その対象，額および交付の

方法については，条例で定めなければならないという趣旨を規定して

いるものであり，本件各茶菓子代の支出については，前項までに論述

しているところから明らかなとおり，法および法に基づき定められた

条例および規則等により，正当な理由で，適正な手続によって行われ

ているものと認められ，同規定に違反するものは何ら見当たらず，違

法なものとは言えないので，その支出が市に損害を与えたものとは到

底認められず，請求人の上記主張には何ら理由がないものと言わなけ
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ればならない。  

以上，検討のとおり，本件各茶菓子代を政務調査費で支出したこと  

については，いずれも適法かつ妥当なものであり，何らの違法もない

ので，市がＡ・Ｂ・Ｃ３議員に本件茶菓子代相当額の返還を請求しな

いことは当然なことと言わなければならず，市がその返還を請求して

いないことは財産の管理を怠る事実に該当しないと判断されるので，

請求人の主張はいずれも理由がなく失当である。  

よって，本件措置請求には理由がないものと判断する。  

 

３  市長および議長に対する監査委員の意見  

本件住民監査請求に対する判断において，本件各茶菓子代に係る公金支

出に違法性・不当性は認められなかったものの，他都市では湯茶代として

の支出内容の見直しの動きが出てきており，また，いわゆる社会通念とい

うものは，その時々の社会情勢などにより流動的に変化するものであると

考えるのが適当であるので，社会情勢などの変化に配慮し，時宜に応じて，

規則や運用指針の内容を，検証することが肝要であると思料するものであ

る。  


